
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　

　

　

。
【請求項２】
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少なくとも２つのデータフィールド（１５，２０，２５，３０）が含まれるメッセージ
信号（５）を伝送する伝送方法であって、

前記メッセージ信号（５）の第１のデータフィールド（１５）に第１のデータフォーマ
ットのデータを含め、第２のデータフィールド（２０）に該第１のデータフォーマットと
は異なる第２のデータフォーマットのデータを含める工程と、

前記第１のデータフィールド（１５）内に前記メッセージ信号（５）全体の構成を表す
第１の識別子（３５）を挿入する工程と、

前記第１の識別子（３５）に前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の数、
データフィールドの大きさ、又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する
情報を含める工程と
を含む
ことを特徴とするメッセージ信号の伝送方法

前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の各々に、該データフィールド（１
５，２０，２５，３０）に特有の識別子（４５，５０，５５，７５）を挿入する工程と、

前記特有の識別子（４５，５０，５５，７５）の各々に相当するデータフィールド（１
５，２０，２５，３０）の構成又は内容の少なくともいずれか１つに関する情報を含める
工程と



。
【請求項３】
　前記第１のデータフィールド（１５）に 内容を表す第
２の識別子（４０） 、請求項 記載の 。
【請求項４】
　前記第２の識別子（４０） データフィールド（１５，２０，２５，３０）に

データの 、請求項 記載の 。
【請求項５】
　
。
【請求項６】
　前記第１のデータフィールド（１５）のみ その大きさに関して所定の値に制限

、請求項 記載の 。
【請求項７】
　前記第１のデータフィールド（１５） 通信ネットワーク（１０）の全ての加入者によ
って読み取り可能なデータフォーマット 、請求項
記載の 。
【請求項８】
　前記第１のデータフィールド（１５） ＧＳＭ－ＳＭＳ－フォーマット（ Global Syste
m for Mobile Communications - Short Message Service）によるテキストフォーマット

、請求項 記載の 。
【請求項９】
　前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）のうちの１つに複数のデータフォー
マットのデータ 、請求項 記載の 。
【請求項１０】
　 データフィールド（１５，２０，２５，３０） 唯一のデータフォー
マットのデータのみ 、請求項 記載の 。
【請求項１１】
　

　

　

　

。
【請求項１２】
　

　

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、独立請求項の上位概念に記載の伝送フレームと、伝送フレームを有する通信装
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を含む、請求項１記載の方法

前記メッセージ信号（５）全体の
を挿入する工程を含む １又は２ 方法

に前記 含ま
れた データ形式に関する情報を含める工程を含む ３ 方法

前記データ形式に関する情報は音声データ又は画像データである、請求項４記載の方法

を する工
程を含む １又は２ 方法

に
のデータを挿入する工程を含む １又は２

方法

に

のデータを挿入する工程を含む １又は２ 方法

を含める工程を含む １又は２ 方法

前記 の各々に対して
を含める工程を含む １又は２ 方法

少なくとも２つのデータフィールド（１５，２０，２５，３０）が含まれるメッセージ
信号（５）を伝送する通信装置（６０，６５，７０）であって、

前記メッセージ信号（５）の第１のデータフィールド（１５）に第１のデータフォーマ
ットのデータを含め、第２のデータフィールド（２０）に該第１のデータフォーマットと
は異なる第２のデータフォーマットのデータを含める手段と、

前記第１のデータフィールド（１５）内に前記メッセージ信号（５）全体の構成を表す
第１の識別子（３５）を挿入する手段と、

前記第１の識別子（３５）に前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の数、
データフィールドの大きさ、又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する
情報を含める手段と
を含む
ことを特徴とする通信装置

前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の各々に、該データフィールド（１
５，２０，２５，３０）に特有の識別子（４５，５０，５５，７５）を挿入する手段と、

前記特有の識別子（４５，５０，５５，７５）の各々に相当するデータフィールド（１
５，２０，２５，３０）の構成又は内容の少なくともいずれか１つに関する情報を含める
手段と
を含む、請求項１１記載の通信装置



置に関する。
【０００２】
ショートメッセージを伝送するためのショートメッセージサービスが公知である。ショー
トメッセージサービスとは、通信ネットワークの加入者に、予めこのネットワークと通信
コネクションを確立する必要なくショートメッセージを送信するものである。これは特に
移動無線システムにおいて重要であり、その理由は、このシステムにおいては加入者は頻
繁に接続不能になるためである。この場合、到来したショートメッセージは通信ネットワ
ークのネットワークプロバイダによって記憶され、それより後の時点にアドレス指定され
た加入者宛に伝達される。加入者は自分宛のショートメッセージの着信を知らされるので
、そのショートメッセージをネットワークプロバイダからダウンロードできる。
【０００３】
ショートメッセージサービスの一例として、ＧＳＭ標準（ Global System for Mobile Com
munications）によるショートメッセージサービス（ＳＭＳ）がある。このショートメッ
セージサービスは、１６０個までの７ビットＡＳＣＩＩテキスト記号（ American Standar
d Code for Information Interchange）を用いたショートメッセージを伝送するための伝
送フレームを予め定めている。
【０００４】
より長いテキストの伝送は、ショートメッセージをつなぎ合わせることで可能となる。こ
のショートメッセージサービスにより、簡単な移動無線端末機器によってもショートメッ
セージの作成と読み取りが可能となる。このＧＳＭ標準においてはショートメッセージの
テキスト伝送しか行われないので、音声データや画像データ等のバイナリデータの伝送に
おいては、これらのデータをテキストフォーマットに変換し、その受信後に再度バイナリ
フォーマットに変換し直さなくてはならない。
【０００５】
　それに対し、独立請求項の構成を有する本発明の伝送フレームおよび本発明の通信装置
の利点は、

という点である。これにより、種々異なるデータを含むショートメッセージを、唯一の
伝送フレームにおいて伝送できる。このようにして、例えばテキストデータ、音声データ
、画像データ等の種々異なる媒体を簡単に一つのショートメッセージに統合することがで
きるため、マルチメディア・ショートメッセージを形成することができる。
【０００６】
また有利には、伝送フレームの長さが制限されておらず、任意のデータフィールドをデー
タフレーム内に並べて伝送できる。
【０００７】
さらに有利には、これらのデータフィールドを互いに並べることにより、テキストデータ
、音声データ又は画像データを有する個々のデータフィールド又は媒体のデータを簡単に
分離したりダウンロードすることが可能になる。これにより、ショートメッセ－ジの実際
に必要な部分だけを通信ネットワークのネットワークプロバイダからダウンロードすれば
よいので、伝送容量の節減が可能となる。
【０００８】
従属請求項に記載の構成により、独立請求項１に記載の伝送フレームのその他の有利な構
成及び改良が可能である。
【０００９】
特に有利なのは、第１のデータフィールドにショートメッセージの構成及び／又は内容を
表す第１の識別子を設けるという点である。これにより、ショートメッセージの宛先とし
て指定された加入者は、通信ネットワークのネットワークプロバイダからアドレス指定さ

10

20

30

40

50

(3) JP 4001718 B2 2007.10.31

メッセージ信号の第１のデータフィールドに第１のデータフォーマットのデー
タが含まれ、第２のデータフィールドに第１のデータフォーマットとは異なる第２のデー
タフォーマットのデータが含まれ、第１のデータフィールド内にメッセージ信号全体の構
成を表す第１の識別子が挿入され、第１の識別子にデータフィールドの数、データフィー
ルドの大きさ、又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報が含まれ
る



れた加入者に向けた第１のデータフィールドのみの伝送により、特に容易にショートメッ
セージの構成及び／又は内容について知ることができる。その後この情報に基づき、アド
レス指定された加入者の側で、このショートメッセージのどの部分又はデータフィールド
を通信ネットワークのネットワークプロバイダからダウンロードしたいかを決定すること
ができる。
【００１０】
また有利には、第１のデータフィールドの大きさが所定値に制限されている。そのため、
ショートメッセージの受信容量が制限されている加入者も、ショートメッセージ全体の構
成及び／又は内容について第１のデータフィールドの伝送により知ることができる。
【００１１】
さらに有利には、ショートメッセージの全長は制限されていない。
【００１２】
また有利には、少なくとも２つのデータフィールドにおいてそれぞれデータフィールド特
有の、相応するデータフィールドの構成及び／又は内容を表す識別子が設けられている。
このようにすれば、ショートメッセージ全体の構成及び／又は内容の通知もまた、全ての
データフィールド特有の識別子をまとめることにより生成され、アドレス指定された加入
者に送信することが可能となるため、この第１のデータフィールドは、特にその大きさが
制限される場合、識別子データで過剰に満たされることがない。
【００１３】
このデータフィールド特有の識別子により、アドレス指定された加入者はそれに属するデ
ータフィールドのダウンロードの際、ネットワークプロバイダからさらに詳しくこのデー
タフィールドに関する情報を得ることができるため、例えばこのデータフィールドを用い
て伝送されたデータを再生する際、より高い再生可能性が得られる。
【００１４】
特に有利には、この第１のデータフィールドに格納されたデータは、通信ネットワークの
全ての加入者によって読み取り可能なデータフォーマットの中に存在する。このようにし
て、ショートメッセージは少なくとも部分的に通信ネットワークの全ての加入者に送信可
能である。また全ての加入者は、たとえ自分宛のショートメッセージの所定のデータフィ
ールドを読むことができなくても、ネットワークプロバイダのもとにある自分宛のショー
トメッセージについて少なくとも知ることができる。
【００１５】
本発明の実施例を図面に記載し、以下詳細に説明する。図１は通信ネットワークにおける
ショートメッセージの伝送のためのブロック回路図を示し、図２は伝送フレームの一般的
構成を示し、図３は伝送フレームの構成の具体例を示す。
【００１６】
図１において、６０は通信ネットワーク１０の第１の加入者を、６５は第２の加入者を示
す。この通信ネットワーク１０は、特に無線通信ネットワーク、例えば移動無線ネットワ
ークとして構成されている。この第１の加入者６０と第２の加入者６５は、それぞれ通信
機器として、特に、例えば移動無線装置、業務用無線装置、携帯無線装置等として構成さ
れている。また図１においては、通信ネットワーク１０のネットワークプロバイダ７０が
記載されており、これも同様に通信機器、特にとして構成することができる。
【００１７】
第２の加入者６５の側では、第１の加入者６０に対するショートメッセージ５を作成し、
相応のアドレス指定により通信ネットワーク１０を介してネットワークプロバイダ７０に
送信する。ネットワークプロバイダ７０はこのショートメッセージ５を記憶し、第１の加
入者６０へ、この加入者宛のショートメッセージ５の存在を知らせるメッセージを送信す
る。このメッセージは第１の加入者６０に、例えばネットワークプロバイダ７０が第１の
加入者６０の起動を検出した時に送信することができる。第１の加入者６０が上記のメッ
セージの受信後、ショートメッセージ５の伝送をネットワークプロバイダ７０に要求する
と、ネットワークプロバイダ７０はまず最初に第１の加入者６０に、ショートメッセージ
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５の構成及び／又は内容を知らせる通知を送信する。第１の加入者６０は、その後このシ
ョートメッセージ５を一部又は全てネットワークプロバイダ７０からダウンロードするの
で、このショートメッセージ５は、一部又は全てネットワークプロバイダ７０から第１の
加入者６０に伝送される。
【００１８】
図２に、このようなショートメッセージ５の構成を図示する。ここでショートメッセージ
５は、伝送フレーム１において第２の加入者６５からネットワークプロバイダ７０に伝送
される。この伝送フレーム１には、第１のデータフィールド１５、第２のデータフィール
ド２０、場合によっては第３のデータフィールド２５と第４のデータフィールド３０が含
まれる。第１のデータフィールド１５には、ショートメッセージ５の構成を表す第１の識
別子３５が含まれる。さらに第１のデータフィールド１５には、ショートメッセージ５の
内容を表す第２の識別子４０が設けられている。これらの第１の識別子３５と第２の識別
子４０を、ショートメッセージ５の構成及び／又は内容を表す唯一の識別子にまとめるこ
ともできる。さらに第１のデータフィールド１５には、第１のデータフォーマットのデー
タが格納されている。第２のデータフィールド２０には、第１のデータフォーマットとは
異なる第２のデータフォーマットのデータが格納されている。必要に応じて設けられるそ
の他のデータフィールド２５，３０にも同様にデータが格納されており、そのデータフォ
ーマットは第１のデータフィールド１５又は第２のデータフィールド２０のデータフォー
マットと異なったものとすることもできるが、必ずしもそうする必要はない。２つよりも
多くのデータフィールドが伝送フレーム１内に設けられていれば、それらのデータフィー
ルドのうち少なくとも２つのデータフィールドの中にそれぞれ異なるフォーマットのデー
タが格納されており、伝送フレーム１の中のこれらのデータフィールドの位置は問題にな
らない。
【００１９】
図２の点線で示しているのは、第１のデータフィールド１５が付加的に第１のデータフィ
ールド１５の構成及び／又は内容を表す第１のデータフィールド特有の識別子４５を含む
ことができるということである。これに相応して、第２のデータフィールド２０は第２の
データフィールド２０の構成及び／又は内容を表す第２のデータフィールド特有の識別子
５０を含むことができる。相応して、第３のデータフィールド２５は第３のデータフィー
ルド２５の構成及び／又は内容を表す第３のデータフィールド特有の識別子５５を含むこ
とができ、第４のデータフィールド３０は第４のデータフィールド３０の構成及び／又は
内容を表す第４のデータフィールド特有の識別子７５を含むことができる。
【００２０】
第１の識別子３５は、ショートメッセージ５の中のデータフィールド１５，２０，２５，
３０の数に関する記載を含むことができる。付加的又は選択的に第１の識別子３５は、デ
ータフィールド１５，２０，２５，３０の中に格納されたデータのデータフォーマットに
関する記載を含むことができる。付加的又は選択的に、データフィールド１５，２０，２
５，３０の大きさに関する記載も第１の識別子３５の中に含めることができる。また第２
の識別子４０は、データフィールド１５，２０，２５，３０の中に格納されたデータのデ
ータ形式に関する記載を含むことができる。従って第２の識別子４０は、例えば一つのデ
ータフィールドの中に音声データが格納されているのか、又は画像データが格納されてい
るかということに関する記載を含むことができる。
【００２１】
ネットワークプロバイダ７０が第１の加入者６０の要求を受けて、第１の識別子３５と第
２の識別子４０を有する第１のデータフィールド１５を第１の加入者６０に伝達するよう
に構成することができるため、第１の加入者６０は、第１の識別子３５と第２の識別子４
０において伝送されるショートメッセージ５の構成及び／又は内容に関する情報に基づい
て、ショートメッセージ５のどのデータフィールドを第１の加入者の機能に基づきネット
ワークプロバイダ７０からダウンロード及び／又は再生できるか、調べることができる。
また第１の加入者６０の側では、ショートメッセージ５の読み取り可能な全てのデータフ

10

20

30

40

50

(5) JP 4001718 B2 2007.10.31



ィールドに関心があるわけではなく、伝送容量を節減すべき時は、ショートメッセージ５
のどの読み取り可能なデータフィールドをネットワークプロバイダ７０からダウンロード
すべきかという決定を下すことができる。第１の加入者６０の要求に従って第１の識別子
３５と第２の識別子４０を有する第１のデータフィールド１５全体が第１の加入者６０に
伝送されるべき時は、第１のデータフィールド１５に格納されたデータが、通信ネットワ
ーク１０の全ての加入者によって読み取り可能なデータフォーマットで存在することが、
できる限り保証されていなくてはならない。このことは特に、第１のデータフィールド１
５に格納されているデータが、第１の識別子３５と第２の識別子４０におけるデータと共
にテキストフォーマットで存在する時に得られる。その際、例えばＧＳＭ標準（ Global S
ystem for Mobile Communication）によるＳＭＳフォーマット（ Short-Message-Service
）が提供されるが、これは、ＧＳＭシステムの要求に従い構成された通信ネットワークに
おいて、ＧＳＭ標準に従って構成されたこの通信ネットワークの加入者もしくは移動無線
装置により読み取り可能なためである。その際第１のデータフィールド１５は、ＳＭＳシ
ョートメッセージサービスのためにＧＳＭ標準に従ってこれまで既に規定されたデータフ
ィールドに相当し、その大きさは１６０個の７ビットＡＳＣＩＩテキスト記号（ American
 Standard Code for Information Interchange）に制限されている。その他のデータフィ
ールド２０，２５，３０の大きさは制限する必要はない。
【００２２】
テキストフォーマットの代案として、同様に通信ネットワーク１０のあらゆる加入者によ
って読み取り可能な第１のデータフィールド１５用のその他のデータフォーマットは、既
知のデータフォーマットを含み通信ネットワーク１０のあらゆる加入者に既知であるよう
な表のエントリに対する参照により二進符号化されたものである。
【００２３】
第１のデータフィールド１５に格納されるデータの少なくとも一部、たとえば第１の識別
子３５のデータ及び／又は第２の識別子４０のデータは、表のエントリの指標を表す二進
符号値からなる。これらの表においては、公知のデータ形式及び／又は、例えば音声及び
／又はビデオフォーマットの様なデータフォーマットがこれらの指標に割り当てられる。
【００２４】
データフィールド特有の識別子４５，５０，５５，７５もまた、それぞれ属しているデー
タフィールド１５，２０，２５，３０におけるデータフォーマット及び／又はそれぞれ属
しているデータフィールド１５，２０，２５，３０の大きさ及び／又はそれぞれ属してい
るデータフィールド１５，２０，２５，３０におけるデータ形式に関するデータを含んで
いる。もし第１のデータフィールド１５にＧＳＭ－ＳＭＳ－テキストフォーマットによる
データが存在し、このデータフィールドが例えば１６０個の７ビットＡＳＣＩＩテキスト
記号に制限されていると決められていれば、第１のデータフィールド特有の識別子４５を
無くすことも可能である。各データフィールド１５，２０，２５，３０に、唯一のデータ
フォーマットのデータのみが格納されているように構成することも可能である。少なくと
も１つのデータフィールド、特に第２のデータフィールド２０及び／又は場合によっては
１つ又は複数のその他のデータフィールド２５，３０に、複数のデータフォーマットのデ
ータを格納するように構成することもまた可能である。もちろん、ショートメッセージ５
が図２に図示された４個のデータフィールドよりも多くのデータフィールドを含むように
構成することも可能である。
【００２５】
第１の加入者６０の要求に応じこの加入者に向けた、ショートメッセージ５の構成及び／
または内容に関するネットワークプロバイダ７０による通知は、ネットワークプロバイダ
７０がデータフィールド特有の識別子４５，５０，５５，７５の評価により作成し、その
後第１の加入者６０に送信するように構成することもできるので、この場合第１の識別子
３５と第２の識別子４０は必要ではなく、第１のデータフィールド１５もまた第１の加入
者６０に送信される必要はない。しかしこのようにして生成されたショートメッセージ５
の構成及び／または内容に関する通知は、同様に通信ネットワーク１０の全ての加入者に
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よって読み取り可能なデータフォーマットにおいて第１の加入者６０に送信することが可
能であり、そのために例えば再度ＧＳＭ－ＳＭＳ－テキストフォーマットを、例えば１６
０個の７ビットＡＳＣＩＩテキスト記号を有するデータフィールドを使用して設けること
ができる。
【００２６】
次に図３に基づき、ショートメッセージ５の伝送フレーム１の具体例を記載する。ショー
トメッセージ５は、ここではマルチメディア・ショートメッセージとして構成されている
。図３の参照符号は、図２のものと同様の構成要素を示している。この図３においては、
伝送フレーム１内に第１のデータフィールド１５、第２のデータフィールド２０及び第３
のデータフィールドが設けられている。各データフィールド１５，２０，２５におけるデ
ータフィールド特有の識別子は設けられていない。第１のデータフィールド１５は、ここ
ではＡＳＣＩＩテキストフォーマットにおけるテキストデータを含み、第２のデータフィ
ールド２０は例えばＷＡＶフォーマット（ Wave）による音声データを含み、第３のデータ
フィールド２５は、例えばＧＩＦフォーマット（ Graphic Interchange Format）による画
像データを含んでいる。このテキストデータを有する第１のデータフィールド１５は、Ｇ
ＳＭ－ＳＭＳ－ショートメッセージサービスに応じてテキストフォーマット化される。図
３における第１の識別子３５と第２の識別子４０との間の点線は、第１の識別子３５と第
２の識別子４０を１つの共通識別子にまとめることが可能であることを示している。この
ような共通識別子３５，４０は、データフィールド１５，２０，２５の数を示し、第２の
データフィールド２０と第３のデータフィールド２５の内容及び大きさを示している。従
ってこの共通識別子３５，４０は、以下の様になる。
「 Multipart/2/Audio/7654/Image/12345」
【００２７】
この共通の識別子３５，４０は、キーワード「 Multipart」による複数のデータフィール
ドよりなるショートメッセージがあることを示している。数字「 2」は、テキストデータ
と１６０個の７ビットＡＳＣＩＩテキスト記号の長さとを有する常に存在する第１のデー
タフィールド１５のほかに、２つのその他のデータフィールド２０，２５がショートメッ
セージ５の伝送フレーム１の中に存在することを示している。この共通識別子３５，４０
における第１のデータ形式として、ここでは「 Audio」とされているので、この共通識別
子３５，４０からは、第２のデータフィールド２５に格納されているデータが音声データ
であることが分かる。第２のデータ形式としては、共通識別子３５，４０におけるデータ
形式を「 Image」としたので、この共通識別子３５，４０からは、この第３のデータフィ
ールド２５に格納されているデータが画像データであることが分かる。このデータ形式に
続き、共通識別子３５，４０においてはそれぞれ属しているデータフィールド２０，２５
の大きさが示されているので、この共通識別子３５，４０からは第２のデータフィールド
２０において伝送された、７６５４バイトの音声データを有する音声ファイルと、第３の
データフィールド２５において伝送された、１２３４５バイトの画像データを有する画像
ファイルの長さが分かる。共通識別子３５，４０において、第１のデータフィールド１５
のための記載は何も必要ない。それというのも、この記載した例においては常に、ＧＳＭ
－ＳＭＳ－テキストフォーマットと互換性があり、その数が１６０個の７ビットＡＳＣＩ
Ｉテキスト記号に制限されているテキストデータが問題になっているからである。付加的
に、共通識別子３５，４０が第２のデータフィールド２０と第３のデータフィールド２５
におけるデータ用のデータフォーマットも記載するように構成することもできる。第２の
データフィールド２０における音声データのために、共通識別子３５，４０においてデー
タフォーマットとしてＷＡＶフォーマットを記載することも可能である。第３のデータフ
ィールド２５における画像データのために、共通識別子３５，４０においてデータフォー
マットとしてＧＩＦフォーマットを記載することもできる。上記の共通識別子３５，４０
の「 Audio」と「 Image」という記載が、同時に相応するデータフィールド２０，２５に格
納されたデータのフォーマットも記述するように構成することもまた可能である。その際
例えば、音声データが常に所定のフォーマット、例えばＷＡＶフォーマットにおいて、ま
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た画像データも同様に常に所定のフォーマット、例えばＧＩＦフォーマットにおいて、伝
送フレーム１の相応するデータフィールドに存在することが前提となっている。
【００２８】
上記のように、通信ネットワーク１０の全ての加入者に既知の表に関するデータ形式及び
／又はデータフォーマットを、例えば二進符号を用いて符号化することも可能である。デ
ータ形式用の第１の表において、例えばデータ形式「テキストデータ」は数字の「 1」に
、データ形式「音声データ」は数字の「 2」に、データ形式「画像データ」は数字の「 3」
に、データ形式「ビデオデータ」は数字の「 4」に割り当てられており、これらの数字は
相応して二進符号化することができる。データ形式「音声データ」のデータフォーマット
用の第２の表において、例えばデータフォーマット「 WAV」は数字の「 1」に、データフォ
ーマット「 G.723」は数字の「 2」に、データフォーマット「 G.728」は数字の「 3」に、デ
ータフォーマット「 MPEG-Audio」（ Motion Picture Expert Group）は数字の「 4」に、デ
ータフォーマット「 AMR」（ Adaptive Multi Rate）は数字の「 5」に属しており、これら
の数字はここでもまた相応して二進符号化できる。データ形式「画像データ」のデータフ
ォーマット用の第３の表において、例えばデータフォーマット「 GIF」は数字の「 1」に、
データフォーマット「 JPEG」（ Joint Picture Expert Group）は数字の「 2」に、データ
フォーマット「 BMP」（ Bitmap）数字の「 3」に属しており、これらの数字もまた相応して
二進符号化できる。
【００２９】
この共通識別子３５，４０は、以下の様な形態になる。
2/2/1/3/1

【００３０】
この共通識別子３５，４０は、上記のテキストフォーマットにおいて記載したことと同様
の事項を示している。ここでは共通識別子３５，４０の第１の数字「 2」は、第１のデー
タフィールド１５に付随して存在する、ショートメッセージ５の伝送フレーム１における
データフィールドの数を示す。共通識別子３５，４０の第２の数字「 2」は、データ形式
用の第１の表の中でデータ形式「音声データ」を示し、従って、第２のデータフィールド
２０には音声データが格納されていることを示している。共通識別子３５，４０の第３の
数字「 1」は、データ形式「音声データ」のデータフォーマット用の第２の表の中で「 WAV
」データフォーマットを示し、第２のデータフィールド２０に格納されたデータが「 WAV
」データフォーマットの中にあることを示している。共通識別子３５，４０の第４の数字
「 3」は、データ形式用の第１の表の中でデータ形式「画像データ」を示し、従って、第
３のデータフィールド２５に画像データが格納されていることを示している。共通識別子
３５，４０の第５の数字「 1」は、データ形式「画像データ」のデータフォーマット用の
第３の表の中で「 GIF」データフォーマットを示し、第３のデータフィールド２５に格納
されたデータが「 GIF」データフォーマットの中にあることを示している。
【００３１】
第１の加入者６０に伝達された共通識別子３５，４０に基づき、加入者の側で、ネットワ
ークプロバイダ７０からの第２のデータフィールド２０及び／又は第３のデータフィール
ド２５のダウンロードが有意義であるか、又はこれを希望するかどうかを決定することが
できる。第１の加入者６０が聞くことができない状態にある場合、即ち音声データの処理
や再生が不可能である場合は、第２のデータフィールド２０からなる音声データのネット
ワークプロバイダ７０からのダウンロードは無意味である。第１の加入者６０が見ること
ができない状態にある場合、即ち第１の加入者６０の側で画像データの処理や再生が不可
能である場合は、第３のデータフィールド２５からなる画像データのネットワークプロバ
イダ７０からのダウンロードは、同様に無意味である。
【００３２】
ネットワークプロバイダ７０によってダウンロードされたショートメッセージ５の伝送フ
レーム１のデータフィールドを選択するために、共通識別子３５，４０を第１の加入者６
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０の表示装置に表示するように構成することも可能である。
【００３３】
ショートメッセージ５は、ちょうど２つのデータフィールド１５，２０からなる伝送フレ
ーム１も含むことができるが、上述のように、第１のデータフィールドには共通識別子３
５，４０を有するテキストデータが存在し、第２のデータフィールド２０には複数のデー
タ形式又は媒体がまとめられている。しかし、ショートメッセージ５において伝送される
べきＮ個のデータ形式又は媒体を、ショートメッセージ５の伝送フレーム１におけるＮ個
若しくはＮ＋１個のデータフィールドに分割するよう構成することもまた可能である。第
１の加入者は、ショートメッセージ５の全てのデータフィールドを、個々に又は共にネッ
トワークプロバイダ７０からダウンロードすることができる。
【００３４】
第１の加入者６０の側では、既に、伝送された共通識別子３５，４０の評価を行うことも
できるので、第１の加入者６０の表示装置において、ショートメッセージ５のどのデータ
フィールドが、第１の加入者６０の機能に基づきネットワークプロバイダ７０からダウン
ロードできるのか表示される。
【００３５】
第２の加入者６５は、上記の伝送フレーム１においてショートメッセージ５を生成する。
第２の加入者６５側の伝送フレームの生成は、ここでは単純に各データフィールド１５，
２０，２５，３０をつなぎ合わせて、場合によってはデータフィールドに特有の識別子４
５，５０，５５，７５のうちの各１個を追加して行うことができる。またネットワークプ
ロバイダ７０は、記述された伝送フレーム１におけるショートメッセージ５を受信して記
憶する。第１の加入者６０が相応する機能を有していれば、この伝送フレーム１を完全に
ネットワークプロバイダ７０からダウンロードし、第１の加入者６０に伝送するように構
成することもできる。この場合、第１の加入者６０は記述された伝送フレーム１における
ショートメッセージ５を受信し、これを場合によっては保存する及び／又は視覚的及び／
又は聴覚的に再生する。第１の加入者６０は、伝送フレーム１の少なくともいくつかのデ
ータフィールドを受信し、これを場合によっては保存する及び／又は視覚的及び／又は聴
覚的に再生する。ネットワークプロバイダ７０及び第１の加入者６０の側で受信されたデ
ータフィールド１５，２０，２５，３０の評価は、例えばデータフィールドに特有の識別
子４５，５０，５５，７５に基づいて行うことができるが、これはこれらの識別子がそれ
らに属するデータフィールド１５，２０，２５，３０とともに伝送されるか、又は、場合
によって伝送される第１の識別子３５及び／又は第２の識別子４０に基づいて伝送される
場合である。
【００３６】
本発明の伝送フレーム１は、無線通信ネットワークにおける使用に限定されるものではな
く、有線の通信ネットワーク１０に適用することも可能である。この場合は、加入者６０
，６５とネットワークプロバイダ７０もまた有線で結ばれる。両加入者６０，６５のうち
一方を、有線の通信ネットワークを介して、両加入者６０，６５のうちの他方を無線通信
ネットワーク１０を介してネットワークプロバイダ７０と接続するよう構成することも可
能であるため、伝送フレーム１は有線通信ネットワーク１０におけるショートメッセージ
５の伝送にも、無線通信ネットワーク１０におけるショートメッセージ５の伝送にも適し
ている。
【図面の簡単な説明】
【図１】　通信ネットワークにおけるショートメッセージの伝送のためのブロック図であ
る。
【図２】　伝送フレームの一般的構成を示す図である。
【図３】　伝送フレームの構成の具体例を示す図である。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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